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令和６年度 亀岡市フレイル予防特化型介護予防事業実施業務委託 仕様書 

  

１ 業 務 名 

 令和６年度 亀岡市フレイル予防特化型介護予防事業実施業務委託 

 

２ 業務の目的 

高齢者のフレイルを予防するには、低栄養の予防、体力の維持、社会参加、そして口腔機能向上に

取り組むことが有効であるとされている。その中でも、積極的に外出し、様々な活動に参加するな

ど、社会とのつながりが豊かな方が長く健康でいられ、認知症にもなりにくいと言われている。こ

れらのことから、特に社会参加に主眼をおいたフレイル予防特化型介護予防事業を実施し、事業の

利用終了後も利用者同士が社会的なつながりを維持し、地域活動などに継続的に参加することを

この事業の目的とする。 

 

３ 業務の期間 

  契約締結日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務の内容 

（１）概 要 

    ６５歳以上の高齢者を対象にしたフレイル状態予防のための連続型介護予防教室を実施する 

 

 （２）対象者 

市内の６５歳以上の高齢者 

 

 （３）実施内容 

    亀岡市内において、介護予防拠点となる活動場所を新設し、介護予防に資するプログラムを実

施する。 

     【実施期間】令和６年８月～令和７年２月のうち、４か月間 

     【実施会場数】市内５か所（市街地のうち２か所、中山間部・山間部のうち３か所） 

市街地 亀岡地区、大井町、千代川町、篠町、東つつじケ丘、西つつじケ丘、 

南つつじケ丘 

中山間部 曽我部町、吉川町、薭田野町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町 

山間部 東別院町、西別院町、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町 

     【実施頻度】週１回程度（１回あたり１．５～２時間程度） 

     【利用者負担額】無料（資料代、保険料等の実費負担あり） 
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     【利用者数】１回会場あたり２０人程度を定員とする 

     【利用者の募集】市が行う（自治会組回覧等で広報） 

ただし、事業者が募集することを妨げない 

 【利用手続き】利用希望者が市に参加意思を伝え、初回講座で申込書を提出する。 

     ※活動場所は、団体で確保することとする。ただし、活動場所を自治会等の公共施設とする

場合は、質問期間中に健康増進課へ申し出ること。 

     ※（４）事業の目標を念頭におき、実施計画を作成すること。 

※実施計画には、（５）プログラムの必須項目をすべて入れること。 

 

    〇プログラムの効果測定を行う。 

     ※利用者の計測結果を記録・管理し、市へ提出すること（電子データ）。 

     ※利用者へのアンケート等を行い、その結果をとりまとめ、市へ提出すること（紙文書＋電

子データ）。 

     ※事業実施後、市の事業評価ヒアリングを受けること。 

 

（４）事業の目標 

ア 参加者が自らの身体の状態・体力を把握することができる。 

イ 参加者が自らの身体の状態から、必要な専門職（理学療法士・作業療法士、柔道整復師、健

康運動指導士、歯科衛生士、栄養士等）への相談を行い、指導を受けることにより、現状の

維持・改善について学び実践することができる。 

ウ 日常生活動作における身体機能の改善を図ることができる。 

エ 参加者同士が交流し、新たな社会的つながりを構築することができ、講座の終了後も継続し

て地域活動などに参加できる。 

オ 以上から、心身の状態の改善につながり、生活不活発病及びフレイル状態を予防することが

できる。 

 

（５）プログラムの必須項目 

   ア 健康状態の確認 

フレイル基準 身体計測 体力測定 基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄ その他 

健康チェック 〇    

体力測定 〇 〇   

栄養状態の確認 〇  〇  
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口腔状態の確認   〇 嚥下機能ﾁｪｯｸ 

心理機能の確認   〇 主観的健康感 

              ※身体計測、体力測定は、具体的な項目を提案してください。 

       ※嚥下機能ﾁｪｯｸは、具体的な方法を提案してください。 

       ※主観的健康感は、市が提供する様式を使用すること。 

 

イ 教室プログラムの内容 

（ア） 運動器の機能向上プログラム 

a 体力測定  b 体操  c 筋力トレーニング 

（イ） 栄養改善プログラム 

（ウ） 口腔機能向上プログラム 

 

５ 成 果 品 

   実績報告書（※アンケート含む）         ・・・紙文書＋電子データ 

   プログラムにおいて取得した利用者データ 一式  ・・・電子データ 

 

６ そ の 他 

（１）本業務で知り得た事項については他に漏らしてはならない。業務終了後も同様とする。 

また、業務完了後は、発注者の指示に従いデータ等を破棄すること。 

（２）個人情報の取扱いについては、個人情報取扱特記事項によるものとする。 

（３）本業務に係る各種データの取扱いについては、データ取扱注意事項によるものとする。 

（４）仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、本市と本業務の受託者は必要に応じ

協議して定めるものとする。 

（５）本業務により得られた成果物等の著作権・その他の権利は、発注者に帰属するものとする。 

（６）受注者は、発注者と協議の上、定期的な打ち合わせを行い、確認事項について記録を作成して、

後日、発注者の確認を受けること。 

（７）受注者は、本業務を第三者へ一括での再委託をしてはならない。 

（８）支払い委託料は平均利用人数によって算出するものとする。 

（１６人～：満額、１１人～１５人：８５％、～１０人：７０％） 


